
こだいら健康増進プラン（素案）に対する市民意見公募手続の実施状況について 

 

１ 実施の概要 

 （１）期間 平成２８年１１月２１日～同年１２月２０日 

 （２）意見応募者数 １名 

 

２ 意見等 

番号 ご意見等 対応（案） 

１ ●高齢化社会の中で、よりよい「健康増進・看護ケア」が常に提供されることは、人々

にとって安心で安寧に生きていくことを保障する重要なものである。 

●行政の担当部局は質の高い看護ケアの安定的な提供に必要となるマネジメントや医

療安全の概念とその方法に対する認識が不可欠である。 

●健康管理と医療安全は、患者や家族地域および社会全体の人々にとって、より良い

健康保全策を提供するために、必要な役割と機能を持ちます。この役割や機能は、

健康増進活動において、具体的に該当者が、実際に行えることとして、学びを深め

ることが重要です。これらの目標のもとに健康増進プランの概念や意義を推進して

いくことが重要である。 

●健康管理の概念、意義や活動に必要な倫理規範をはじめとし、健康保険や医療報酬

の制度、マネジメントサイクル、健康管理の組織構造システム、目標管理、キャリ

ア開発、リーダーシップ、医療情報の管理などについて、分かりやすい文書・表現

で具体的に市民に示すことが大切である。 

○本プランに掲げる健康増進事業を着

実に提供してまいります。 

 

○本プランでは、健康を自らつくる（自

助）ものと定義し、基本理念を「子ど

もから大人までともに支え合いみずか

ら健康をつくるこだいらへ」としてお

ります。これらの基本理念の普及に努

めて参ります。 
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